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健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について（通知） 

 

令和６年に支給される老齢基礎年金（満額）が 80.9万円となったことから、介護保険の標準

段階の第１段階及び第４段階の所得基準の一部については、80万円から 80.9万円に基準所得金

額が見直され、本会からも「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知）」

（令 7.1.24日医発第 1783号）にてお知らせしたところです。 

今般、老齢基礎年金（満額）が 80万円を超えることを踏まえ、高額介護（予防）サービス費及

び特定入所者介護（予防）サービス費についても令和７年８月１日から利用者負担段階の基準額

が見直されることとなりましたので、ご連絡申し上げます。 

なお、見直しに伴い、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」

（令 3.7.5老介発 0705第１号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知）についても所要の改正が

行われました。詳細については、介護保険最新情報 Vol.1390「「介護保険制度における利用者負

担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について」（令 7.6.4老介発 0604第１号厚生労働

省老健局介護保険計画課長通知）をご参照ください。 

〇厚生労働省 介護保険最新情報掲載ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_

00010.html 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会員への

周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

（添付資料） 

・介護保険最新情報 Vol.1391 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について（通知）（令 7.6.4 老発 0604第 3

号 厚生労働省老健局長通知） 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
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Vol.１３９１    

令和７年６月４日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の 

公布について（通知） 

計 13 枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 2260,2164) 
FAX : 03-3503-2167 

 






























